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市からの連絡帳

え工事、床表面の滑り止め化
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■住宅の省エネ改修に伴う固
定資産税の減額
　平成２０年１月１日以前から市内に
ある住宅（賃貸住宅を除く）で、平
成２０年４月１日から平成２２年３月３１
日までの間に一定の省エネ改修（熱
損失防止改修）工事を行った場合、
改修工事が完了した年の翌年度分の
固定資産税（当該住宅の１２０㎡の床面
積相当部分まで）を３分の１減額し
ます（都市計画税は含まれません）。
□要件
①改修工事後３か月以内に申告を行
うこと　②熱損失防止改修工事に要
した費用が３０万円以上であること
③現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない建物で
あること
□必要書類
①住宅の熱損失防止改修に伴う固定
資産税の減額適用申告書　②熱損失
防止改修工事証明書　③熱損失防止
改修工事に要した費用の領収書　④
納税義務者の方の住民票の写し
興一定の熱損失防止改修工事とは
　窓、床、天井、壁の断熱性を高め
る改修工事（外気などと接するもの
の工事に限る。窓の改修工事を含め
た工事であることを必須とする）で
あること。
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 子育て 

■夏休み期間限定！　　　　
　学童クラブ入会募集
　学童クラブは、就労・病気などの
理由により昼間家庭にいない保護者
の方に代わり、生活指導などを行い
ます。今回の募集は、夏休み期間中
だけの入会となりますので、保護者
が就労されておらず、求職活動中の
場合は、申請できません。
□入会期間　７月２１日昇～８月３１日捷
　対 小学１年生～４年生（障害児は６
年生まで）
□申請書配布　６月１５日捷から・児
童青少年課（田無庁舎１階）、各児童
館、各学童クラブ、保谷庁舎総合窓
口、市　HP からダウンロード可。
　申 ６月１６日昇～７月６日捷の間に、
児童青少年課（田無庁舎１階）へ必
要書類を添えて提出してください。
※申請状況により、希望する学童ク
ラブに近接する学童クラブになる場
合や入会できない場合があります。
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

■児童手当・児童育成手当の現
況届はお済みですか？
　５月まで児童手当・児童育成手当
を受給されている方には、現況届の
用紙を送付しました。６月３０日昇ま

■住宅の耐震改修に伴う固定
資産税の減額
　昭和５７年１月１日以前からある住
宅の耐震改修工事を行った場合、改
修工事が完了した年の翌年度から一
定期間、固定資産税（当該住宅の１２０
㎡の床面積相当部分まで）を２分の
１減額します（都市計画税は含まれ
ません）。
□要件
①改修工事後３か月以内に申告を行
うこと　②耐震改修工事に要した費
用が３０万円以上であること
□減額期間
◎平成１８年１月１日～平成２１年１２月
３１日に改修完了した場合…翌年度か
ら３年間
◎平成２２年１月１日～平成２４年１２月
３１日に改修完了した場合…翌年度か
ら２年間
◎平成２５年１月１日～平成２７年１２月
３１日に改修完了した場合…翌年度か
ら１年間
□必要書類
①耐震基準適合住宅に係る固定資産
税の減額適用申告書　②耐震改修工
事証明書　③耐震改修工事に要した
費用の領収書
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■住宅のバリアフリー改修に
伴う固定資産税の減額
　平成１９年１月１日以前から市内に
ある家屋のうち、６５歳以上の方およ
び要介護もしくは要支援の認定を受
けている方ならびに障害をお持ちの
方が居住する建物（賃貸住宅を除く）
で、平成１９年４月１日から平成２２年
３月３１日までの間に一定のバリアフ
リー改修工事を行った場合、改修工
事が完了した年の翌年度分の固定資
産税（当該住宅の１００㎡の床面積相当
部分まで）を３分の１減額します（都
市計画税は含まれません）。
□要件
①改修工事後３か月以内に申告を行
うこと　②バリアフリー改修工事に
要した費用（補助金などを除く自己
負担額）が３０万円以上であること　
③現在、新築住宅軽減および耐震改
修に伴う減額を受けていない建物で
あること
□必要書類
①住宅のバリアフリー改修に伴う固
定資産税の減額適用申告書　②バリ
アフリー改修工事に要した費用の領
収書、改修工事の内容などを確認で
きる書類（工事明細書、現場の写
真な

ど）　③納税義務者の住民票の写
し　④改修住宅にお住まいの方によ
り次のいずれかの書類敢居住者が６５
歳以上の場合は、その方の住民票の
写し、柑居住者が要介護または要支
援を受けている場合は、その方の被
保険者証の写し、桓居住者が障害を
お持ちの場合は、その方の障害者手
帳の写しな

ど

※補助金等の交付を受けた場合は、
交付を受けたことを確認することが
できる書類
興一定のバリアフリー改修工事とは
　廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室改良、便所改良、手すりの設置、
屋内の段差の解消、引き戸への取替

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは（札０３－
６７００－１１４４）
□受付時間　月～金曜日午前９時～
午後８時、第２土曜日午前９時～午
後５時（祝日、年末年始は休み）
※このダイヤルでは、「ねんきん特
別便」に関する問い合わせも利用で
きます。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■国民健康保険料納入通知書
の送付
　平成２１年度国民健康保険料納入通
知書を７月中旬に世帯主あてに送付
します。
　期限内に必ず納付するようご協力
ください。
興保険料について
　国民健康保険料は、加入者の皆さ
んが病気やけがをしたときの医療費
や出産育児一時金、葬祭費などの給
付にあてられる①基礎賦課額（医療
分）、７５歳以上の後期高齢者にかか
る医療制度を支援するための②後期
高齢者支援金等賦課額（後期高齢者
支援金等分）、加入者のうち４０歳以
上６５歳未満の方（介護保険第２号被
保険者）に賦課される③介護納付金
賦課額（介護分）の合計額です。
◎４０歳未満の方…医療分と後期高齢
者支援金等分を合算した額を納付
◎４０歳～６４歳までの方…医療分と後
期高齢者支援金等分と介護分を合算
した額を納付
◎６５歳以上の方…医療分と後期高齢
者支援金等分を合算した額を納付
興納付は期限内に
　保険料は、７月から翌年の２月ま
で８回に分けて納付します。納期限
を過ぎると延滞金が加算され、滞納
処分を受ける場合もあります。
興口座振替の申し込み
　口座振替依頼書を納入通知書に同
封して郵送します。口座振替を希望
する方は、通帳の届出印・納入通知
書を持参し、口座のある金融機関・
郵便局で手続きをしてください。
興保険料の年金天引き（特別徴収）　
　次の①～③のすべてに該当する方
は、原則、年金天引きです。
①世帯主が国保の加入者
②国保の加入者全員が６５歳以上７５歳
未満
③特別徴収対象年金が年額１８万円以
上、かつ介護保険料と合わせて年金
額の２分の１を超えないこと
　該当する方には、７月に送付する
納入通知書でお知らせします。
　なお、該当されない方は、今まで
どおり納付書や口座振替での納付に
なります。
興年金天引きから口座振替への変更
　年金天引きの対象になった方でも
口座振替による納付を選択すること
ができます。
　詳しくは、７月に送付する納入通
知書に同封のパンフレットをご覧く
ださい。
興納付が困難な場合
　納付相談を行っていますのでお気
軽にご相談ください。
　災害など特別な事情で生活が著し
く困難となった場合、保険料の減免
制度があります。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

 届　出 

■土曜日窓口
　市民課では、土曜日に住民票や印
鑑証明の交付のほか転出・転入手続
などもできるサタデーサービスを行
っています。内容によっては取り扱
えないものもありますので、事前に
お問い合わせください。
※日によって庁舎が入れ替わります
のでご注意ください。
　時 ・　場 
第１・３・５土曜日・保谷庁舎
第２・４土曜日・田無庁舎
□開設時間　午前９時～午後０時３０
分
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 年金・税 

■ねんきん定期便
　社会保険庁では、４月から保険料
納付実績や年金の見込み額などを記
載した「ねんきん定期便」の送付を
開始しています（以後、毎年誕生月
に送付）。
　内 敢２１年度通知　①年金加入期間
（加入月数、納付済月数な

ど）②５０歳
未満の方には加入実績に応じた年金
の見込み額。５０歳以上の方には、ね
んきん定期便作成時点の加入制度に
引き続き加入した場合の将来の年金
見込み額（すでに年金受給中または
全額停止中の方には非通知）③保険
料の納付額（被保険者負担分累計）
④年金加入歴（加入制度、事業所名
称、被保険者資格取得・喪失年月
日な

ど）⑤厚生年金の全ての期間の月
ごとの標準報酬月額・賞与額、保険
料納付額⑥国民年金の全ての期間の
月ごとの保険料納付状況（納付、未
納、免除な

ど）
柑２２年度以降通知　前記①～③につ
いて、更新したもの、また⑤および
⑥については、直近１年分を通知し
ます。節目年齢時（３５歳、４５歳、５８
歳）の方には、２１年と同内容を更新
して通知します。
　受け取りになった際は、加入記
録・記載内容にもれや誤りがないか
十分に確認してください（５８歳にな
る方は、必ず回答してください。ま
た、それ以外の方についても、「年金
加入記録回答票」が同封されている
方（「ねんきん特別便」に未回答の方
な
ど）は、「訂正なし」でも必ず回答し
てください。
　問 ねんきん定期便専用ダイヤル
（札０５７０－０５８－５５５）

　都内では、定額給付金にから
む不審な事案が発生していま
す。職員を装うなど不審な電話
がかかってきた場合は、すぐに
その場で答えずに、市の窓口ま
たは警察にご連絡ください。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

定定額額給給付付金金詐詐欺欺にに注注意意！！


